
ＭＯＡ大仁農場（静岡県伊豆の国市）

安心のしるし
ＭＯＡ自然農法マーク

ＭＯＡ自然農法
MOA自然農法を継続して24ヶ月以上実
施した農地で栽培された農産物に表示。
※有機農産物の日本農林規格で認められた
資材が使用可能です。

ＭＯＡ自然農法を実施して6ヶ月以上24ヶ月
未満の農地で栽培された農産物に表示。

化学合成農薬を慣行栽培の50％以下と
限定的に使用した農産物に表示。農地には
化学肥料・除草剤は使用しておりません。

ＭＯＡ特別栽培とは
MOA自然農法を目指しながらも、自然農法では使用を認めない
一部の資材を、事情により制限的に使用する栽培方法です。

ＭＯＡ自然農法
転換期間中

ＭＯＡ特別栽培

ＭＯＡ自然農法
植物性資材のみ使用

MOA自然農法の中で、植物性資材のみを
使用して栽培した農産物に表示。

MOA自然農法とは
MOA自然農法とは、化学的に合成された肥料や
農薬を使用せず、土の偉力（土が持っている作物を育む
力）を発揮させて、農産物を栽培する方法です。
栽培は、以下のことを基本に行っています。

　（1）土の偉力を発揮させる
　（2）自然の仕組みや働きを基準にする
　（3）土壌や作物に愛情をかける
　（4）計画的な作付けを心がける
　（5）作物に適した日当たりと水分を確保する
　（6）自然農法で育てた種を用いる

一般社団法人MOA自然農法文化事業団
「MOA自然農法ガイドライン　改訂版」より

※従来のマークは、平成31年3月31日までを移行期間として、
使用することができます。
※問い合わせ先　一般社団法人MOA自然農法文化事業団
　　　　　　　　TEL.0558-79-1113
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